
※主な事業とは、市が実施しようとする新規事業・投資的経費等を中心に抜粋したもので、市が行う全ての事業を掲載したものではありません。

子ども未来部 （単位：千円）

担当課 小事業 要求額 要　求　内　容 査定額 査定理由

子ども政策
課

幼保施設民間移管補
助経費

5,698
市立幼保施設の民間移管について、引継ぎ及び共同保育を行うに当たり人
件費の一部を補助する。

5,698 A

子ども政策
課

キッズスペース設置準
備経費

112
仮称子どもセンターの敷地内に遊具等を設置し、キッズスペースを設けるた
めの準備経費

112 A

子ども政策
課

認定こども園施設整備
費補助事業

318,612
市立幼保施設の民間移管、私立幼稚園の認定こども園移行等に係る施設
整備に対して補助を行う事業

316,257 B

保育総務
課

市立幼稚園一時預かり
実施経費

11,677 市立幼稚園で一時預かりを全園に拡大（９園→15園）する経費 8,080 Ｃ

保育総務
課

市立園おむつ処分経費 21,700 市立認定こども園・保育所において、園児のおむつを処分するための経費 21,700 A

保育総務
課

市立園長寿命化計画
策定経費

12,430 市立幼保施設の長寿命化に向けた計画策定を行うための経費 0 Ｅ

保育総務
課

交通安全注意看板設
置経費

2,838 園児の通園路等において交通安全注意看板を設置するための経費 1,800 B

保育総務
課

幼保施設民間移管等
準備経費

1,304 市立幼保施設を民間移管するために必要な運搬費等の準備経費 1,304 A

保育総務
課

保育所整備事業 24,524
三笠保育園と大宮児童館の統合のための施設整備と老朽化した設備の補
修

15,000 D

保育総務
課

認定こども園施設整備
事業

28,405 市立認定こども園の老朽化した施設・設備の補修 0 D

保育総務
課

幼稚園施設整備事業 23,076 市立幼稚園の老朽化した施設・設備の補修 0 D

保育所・幼
稚園課

保育補助者雇上強化
補助経費

48,960
民間保育所等における保育士の負担を軽減するため、保育補助者を雇い
上げる費用の一部を補助する経費

48,960 A

保育所・幼
稚園課

民間認定こども園運営
補助経費

74,144
市立幼保施設の民間移管により生じる運営費の一部に対して、他の民間園
と同様の補助を行う。

66,720 B

保育所・幼
稚園課

児童福祉施設整備費
補助事業

2,642
待機児童解消のための民間保育所の定員拡大に伴う整備に対して補助を
行う事業

2,642 A

子ども育成
課

児童館指定管理者制
度導入経費

130,826
市直営の児童館４館において、指定管理者による運営を導入するための経
費

121,003 Ｃ

子ども育成
課

児童館施設整備事業 123,635 児童館の老朽化した施設・設備の補修 14,000 D

子育て相談
課

育児用品等支給経費 3,908
出生後６か月未満の乳児がおり子育てに不安を抱えるなど支援が必要な
家庭に対し、相談員による訪問、育児用品等を支給するための経費

2,172 Ｃ

子育て相談
課

児童相談所業務システ
ム関連経費

1,163 児童相談所運営のためのシステムを導入する経費 0 Ｅ

子育て相談
課

仮称子どもセンター建
設事業

1,293,000 児童相談所の機能を有する仮称子どもセンター建設工事 1,293,000 A

子育て相談
課

児童相談所基金経費 76,645 新たに設置する基金に、寄附金等の収入を積み立てるための経費 76,645 A

令和２年度　主な事業の要求・査定状況



査定理由 Ａ：要求どおり全額を認めているもの

Ｂ：単価・数量・金額を精査し、所要額を予算措置したもの

Ｃ：実施方法の変更や内容の見直しを行い、所要額を予算措置したもの

Ｄ：優先順位をつけ、一部もしくは全部を次年度以降に先送りしたもの

Ｅ：実施時期・事業効果の検討等、内容調整が必要と判断したもの

Ｆ：国の補正予算を活用して、一部もしくは全部を令和元年度に前倒ししたもの


